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第Ⅳ章 計画の推進と進行管理 

１．健康増進に向けた取り組みの推進 

（１）活動展開の視点 

健康増進に向けた取り組みを進めるための基本は、科学的根拠に基づく個人の身体状況

（健診結果）をよくみていくことです。 

一人ひとりの身体は、今まで生きてきた歴史や社会背景、本人の価値観によってつくり

上げられてきているため、それぞれの身体の問題解決は画一的なものではありません。 

住民一人ひとりの生活の状態や、能力、ライフステージに応じた主体的な取り組みを重

視して、健康増進を図ることが基本になります。 

本町では住民一人ひとりの健康増進活動を支えながら、個人の身体に対する理解や考え

方を深め、確かな自己管理能力が身につくよう、支援を積極的に進めます。 

同時に、ともに生活を営む家族や地域の習慣や特徴など、個人の生活習慣や価値観の形

成の背景となる共通性の実態把握にも努めながら、地域の健康課題に対し、住民が共同し

て取り組みを考え合うことによって、個々の気づきが深まり、健康実現に向かう地域づく

りができる地域活動を推進します。 

 

 

２．計画の進捗管理及び評価・検証の進め方 

本計画をより実効性のあるものとするには、計画の進捗管理を的確に行いつつ、関連す

る取り組みを進めていくことが重要です。そのため、定期的な評価・検証を行い、課題の

共有や各分野での取り組み（施策・事業）などの追加・見直し等を行います。 

評価・検証は、本計画で設定した評価指標（数値目標）に沿って、健診や医療関係の統

計データ等を基に客観的に整理します。併せて、地域における健康づくり活動の問題・課

題などの把握にも努めます。 

 

（１）行動計画の策定 

 計画を着実に進行するためには、進行管理体制を確立することが重要であり、計画の進

捗状況の評価・点検を PDCA の考え方をもとに実施します。 
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計画（Plan） 

実行（Do） 

評価（Check） 

改善（Act） 

国や県の示す「基本指針」に即して成果
目標及び行動目標を設定するとともに、

住民の健康寿命の延伸につながる母子
保健、成人保健、高齢者保健事業などを
推進していくための方策を定める。 

計画の内容を踏まえ、事業を実施する。 
中間評価の結果を踏まえ、必要があると認めると

きは、見直し等を実施する。 

健康づくり施策や関連施策の動向も踏

まえながら、3 年後を目途に中間評価と
して分析・評価を行う。 

 

・ストラクチャー評価 

・プロセス評価 

・アウトプット評価 

・アウトカム評価 


